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高齢者の状況把握訪問の実施結果に基づく高齢者の所在確認に係る

対象者について

1高齢者の所在確認に係る対象者について

高齢者の状況把握訪問を実施した結果、事前に訪問を辞退した者及び訪問時に

直接会うことのできなかった者が、2，823人となった。

この高齢者について、区及び民生委員の持つ情報を確認した結果、なお、確認

ができない者（以下「対象者」という｡）が、620人となった。

対象者に関しては、区の保有する情報ではこれ以上の確認が困難であるととも

に、効果的に状況把握を進めていくため、後期高齢者医療制度の給付情報（給付

実績「無」の情報）を収集し、その情報と照合することで、対象者の絞り込みを

行う。

2後期高齢者医療制度の給付情報収集後の対応について

（1）後期高齢者医療制度の給付情報（給付実績「無」の情報）の確認

（2）（1）で絞り込んだ者について､職員等が自宅を訪問して状況を確認する。
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東京都地域がん登録事業について

事業実施の経緯

健康増進法第16条では、「国及び地方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な

推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん､循環器病その他の政令
で定める生活習'慣病との相関関係を明らかにするため、生活習慣病の発生の状況の

把握に努めなければならない｡」としている。

その具体的な内容は､厚生労働省健康局長通知｢健康増進法等の施行について」（平

成15年4月30日健発第0430001号）で、「生活習慣病の発生の状況の把握

（健康増進法第16条）の具体的な内容は､､地域がん登録事業及び脳卒中事業であ

ること｡」と示されている。

また、がん対策基本法第17条第2項では、「国及び地方公共団体は、がん患者の

がん擢患、転帰その他の状況を把握し、分析するための取組を支援するために必要

な施策を講じるものとする｡」としており、同法案に対する附帯決議第16では、「が

ん登録については、がん梶患者数．擢患率などの疫学的研究、がん検診の評価、が

ん医療の評価に不可欠な制度であり、院内がん登録制度、地域がん登録制度の更な

る推進と登録精度の向上並びに個人情報の保護を徹底するための措置について、本

法成立後、検討を行い、所要の措置を講ずること｡」とされた。

がん対策を推進するため、全てのがんを把握し、がんの擢患率と地域レベルの生存

率を計測する地域がん登録事業が全国の道府県の半数以上で実施されている。

こうしたことを受けて、東京都地域がん登録事業実施要綱を定め、平成24年度か

ら地域がん登録事業（以下「本事業」という｡）を開始することとなった。

本事業を実施するにあたり、東京都は厚生労働省に対し、統計法第33条により人

口動態に係る調査票情報の外部提供の許可を得た上で、特別区保健所又は保健所政

令市が設置する保健所（以下「区市保健所」という｡）は、人口動態に係る調査票情

報の提供を行うものである。

2事業の概要

（1）東京都地域がん登録室の設置

本事業実施のため、東京都は都立駒込病院内に東京都地域がん登録室（以下

「登録室」という｡）を設置する。

（2）がん患者擢患情報の届出

医療機関は、上皮内がんを含む全悪性新生物、頭蓋内の良性腫揚と診断した

ときは、東京都地域がん登録届出票により、登録室に届け出る．

（3）人口動態調査死亡票の提出

区市保健所は、人口動態調査票死亡票（以下「死亡小票」という｡）の写し又

は電子データを登録室に提出する。

（4）遡り調査

登録室は、死亡小票により把握したがん患者であって医療機関から（2）の
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届け出が行われていない者について、死亡診断した医療機関に対し擢患情報の

届け出を依頼する。

（5）生存確認調査

登録室は、一定の期間が経過した時点において死亡情報を得ていないがん患

者を抽出し、区市町村に住民票照会等を行い、当該がん患者に係る生死の状況

を確認する。

（6）結果の解析・公表

登録室は、収集した情報について、必要な集計・解析を行い、結果を公表す

る。

（7）その他

・報告書に掲載する以外の統計データについては、申請により情報提供する。

・毎年、国立がん研究センターに統計データを報告する6

3本事業で扱う個人情報

①医療機関届出

医療機関名、患者ID、患者氏名、生年月日、性別、診断名、診断情報、病期、初

回治療、死亡年月日等

②区市保健所届出

地区町村符号及び保健所符号、事件簿番号、氏名、男女別、生年月日、死亡したと

き、死亡した人の住所、死亡した人の国籍、死亡したところの種別、施設の名称、

死亡の原因、その他特に付言すべきことがら、施設の所在地又は医師の住所及び氏

名、備考

4個人情報の流れ

犀一ﾌq
受診↓↓死亡届

唖 区戸籍住民課→保健月

外部提供（地域がん登録届出票による）↓↓外部提供（死亡小票による）

5

』&尿郁地戚かん堂録至

死亡小票の提出方法、セキュリティ対策について

本事業の登録室へのデータの提出は、東京都の「ファイル転送サービス」を利用す

ることとなる。なお、区は2月より人口動態オンラインシステムを導入し、人口動

態の報告は電子データで提出しているが、このデータのうち、死亡小票のデータを

アップロードして、東京都データセンターへ提出することにより、指定されたデー

タが登録室へ提供されることになる。

このファイル転送サービスは、ファイルをインターネット経由で転送するサービス

で、USBメモリー等外部記録媒体に依存することなく、また、ID・パスワード

を定期的に変更する等、セキュリティが確保された環境でファイル転送を行うこと

ができる。
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6都への死亡小票年間提出件数

1，824件（平成23年実績）

7 死亡小票提出の時期

平成24年4月より人口動態データの利用開始

1～3月のデータは4月末までに提出

以後は、当月分の死亡小票を翌月末までに提出

8個人情報保護条例上の取り扱い

死亡小票の情報は、人口動態調査のために収集、管理しているものであり、本事業

のために、登録室に情報提供することは、個人情報保護条例第15条の外部提供に

当たる。

本事業は、統計法第33条に基づき、東京都が厚生労働省から死亡小票の目的外

使用の許可を受け、本人の同意を得ないで実施するものであるが、条例第15条第

2項第3号の規定に基づき、運営審議会事前一括承認事項の「本人の同意を要しな

い外部提供の基準表」の4「国、他の地方公共団体その他の公的団体が法令等に基

づいてその職務遂行のために行う照会等に対し回答する場合」に該当するものであ

る。

また、区に提出される死亡小票全件を外部提供することとなっており、件数が大

量になることが想定され、外部提供した旨の本人への通知を省略することについて

は、同条第3項の規定に基づき運営審議会事前一括承認事項の「本人の同意のな′

い外部提供における本人あての通知の省略基準表」の1「業務の性質から、本人に

．通知した場合、業務の円滑な実施を困難にすることが明らかである場合」に該当す

るものである。

なお、データのやりとりは、該当するデータのみをインターネットを経由したフ

ァイル転送サービスを通じて登録室に提供するため、条例第15条の3の規定に基づ

く外部結合には当たらない。
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